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監 査 公 表 第 １ ９ 号
地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 実 施 し た 定 期 監 査 の 結

果 は 、 次 の と お り で す 。
令 和 ２ 年 11月 27日

福 島 県 監 査 委 員 勅 使 河 原 正 之
福 島 県 監 査 委 員 佐 久 間 俊 男
福 島 県 監 査 委 員 佐 竹 浩
福 島 県 監 査 委 員 高 橋 宏 和

１ 監 査 等 の 基 準
本 件 の 監 査 等 は 、 福 島 県 監 査 委 員 監 査 基 準 （ 令 和 ２ 年 福 島 県 監 査 委 員 監 査 公 表 第 10

号 ） に 基 づ き 実 施 し た 。
２ 監 査 等 の 種 類

財 務 監 査
３ 監 査 等 の 対 象 及 び 実 施 内 容
⑴ 総 務 部

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

総 務 部 令和元年度 令和２年 10月８日 勅使河原正之 佐 竹 浩 実 地 監 査

県 北 地 方 振 興 局 令和元年度 令和２年９月４日 佐久間俊男 佐 竹 浩 書 面 監 査

県 南 地 方 振 興 局 令和元年度 令和２年９月４日 勅使河原正之 高橋 宏和 書 面 監 査

会 津 地 方 振 興 局 令和元年度 令和２年９月４日 勅使河原正之 高橋 宏和 書 面 監 査

南 会 津 地 方 振 興 局 令和元年度 令和２年９月４日 勅使河原正之 高橋 宏和 書 面 監 査

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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⑵ 危 機 管 理 部

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

危 機 管 理 部 令和元年度 令和２年９月1 6日 勅使河原正之 高橋 宏和 実 地 監 査

⑶ 企 画 調 整 部

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

企 画 調 整 部 令和元年度 令和２年 10月９日 佐久間俊男 高橋 宏和 実 地 監 査

⑷ 生 活 環 境 部

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

生 活 環 境 部 令和元年度 令和２年９月 16日 勅使河原正之 高橋 宏和 実 地 監 査

環 境 創 造 セ ン タ ー 令和元年度 令和２年９月４日 佐久間俊男 佐 竹 浩 書 面 監 査

⑸ 保 健 福 祉 部

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

保 健 福 祉 部 令和元年度 令和２年 10月 16日 佐久間俊男 高橋 宏和 実 地 監 査

平成30年度
中 央 児 童 相 談 所 令和２年９月４日 勅使河原正之 高橋 宏和 書 面 監 査

令和元年度
平成30年度

県 中 児 童 相 談 所 令和２年９月４日 佐久間俊男 佐 竹 浩 書 面 監 査
令和元年度

⑹ 商 工 労 働 部

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

商 工 労 働 部 令和元年度 令和２年 10月 15日 勅使河原正之 佐 竹 浩 実 地 監 査

テクノアカデミー会津 令和元年度 令和２年９月４日 佐久間俊男 佐 竹 浩 書 面 監 査

⑺ 農 林 水 産 部

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

農 林 水 産 部 令和元年度 令和２年 10月 14日 佐久間俊男 高橋 宏和 実 地 監 査

県 中 農 林 事 務 所 令和元年度 令和２年９月４日 佐久間俊男 佐 竹 浩 書 面 監 査

会 津 農 林 事 務 所 令和元年度 令和２年９月４日 佐久間俊男 佐 竹 浩 書 面 監 査

⑻ 土 木 部

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

土 木 部 令和元年度 令和２年 10月 13日 勅使河原正之 佐 竹 浩 実 地 監 査

県 北 建 設 事 務 所 令和元年度 令和２年９月４日 佐久間俊男 佐 竹 浩 書 面 監 査

県 南 建 設 事 務 所 令和元年度 令和２年９月４日 勅使河原正之 高橋 宏和 書 面 監 査

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
会津若松建設事務所 令和元年度 令和２年９月４日 勅使河原正之 高橋 宏和 書 面 監 査

相 双 建 設 事 務 所 令和元年度 令和２年９月４日 勅使河原正之 高橋 宏和 書 面 監 査

⑼ 出 納 局

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

出 納 局 令和元年度 令和２年 10月 15日 勅使河原正之 佐 竹 浩 実 地 監 査

⑽ 議 会

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

議 会 事 務 局 令和元年度 令和２年９月 16日 勅使河原正之 高橋 宏和 実 地 監 査

⑾ 教 育 委 員 会

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

教 育 庁 令和元年度 令和２年９月 17日 佐久間俊男 佐 竹 浩 実 地 監 査

平成30年度
いわき海星高等学校 令和２年９月４日 佐久間俊男 佐 竹 浩 書 面 監 査

令和元年度

⑿ 公 安 委 員 会

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

警 察 本 部 令和元年度 令和２年９月 15日 佐久間俊男 佐 竹 浩 実 地 監 査

⒀ 監 査 委 員

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

監 査 委 員 事 務 局 令和元年度 令和２年 10月 16日 佐久間俊男 高橋 宏和 実 地 監 査

⒁ 人 事 委 員 会

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

人 事 委 員 会 事 務 局 令和元年度 令和２年９月 17日 佐久間俊男 佐 竹 浩 実 地 監 査

⒂ 労 働 委 員 会

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

労 働 委 員 会 事 務 局 令和元年度 令和２年９月 15日 佐久間俊男 佐 竹 浩 実 地 監 査

４ 監 査 等 の 着 眼 点
⑴ 事 務 事 業 が 法 令 等 に 従 っ て 適 正 に 実 施 さ れ て い る か 。 （ 合 規 性 ）
⑵ 会 計 情 報 が 体 系 的 か つ 適 正 ・ 確 実 に 事 実 を 反 映 し て い る か 。 （ 正 確 性 ）
⑶ 事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 最 少 の 経 費 と な っ て い る か 。 （ 経 済 性 ）
⑷ 事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 費 用 に 見 合 う 効 果 が 挙 が っ て い る か 。 （ 効 率 性 ）
⑸ 事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 の 結 果 が 、 所 期 の 目 的 を 達 成 し て い る か 、 ま た 、
成 果 を 上 げ て い る か 。 （ 有 効 性 ）

５ 監 査 等 の 結 果
⑴ 総 務 部
ア 監 査 し た 結 果 、 次 の １ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

会 津 地 方 振 興 局 ・ 電 気 工 事 事 業 者 新 規 登 録 の 証 紙 収 入 事 務 に つ い て 、 証 紙 収
入 整 理 簿 の 記 載 漏 れ 及 び 証 紙 収 入 報 告 書 の 報 告 が 漏 れ て い
る も の が あ る 。

イ 上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に
適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及
び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⑵ 危 機 管 理 部
監 査 し た 結 果 、 次 の ２ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

危 機 管 理 部 ・ 被 災 者 生 活 再 建 支 援 金 支 給 に 係 る 事 務 に つ い て 、 個 人 情 報
関 係 書 類 を 紛 失 し て い る も の が あ る 。

・ 測 量 設 計 委 託 に お い て 、 当 初 契 約 時 免 除 と し た 契 約 保 証 金
に つ い て 、 契 約 金 額 が 増 額 に な っ た が 、 契 約 保 証 金 の 取 扱
い の 見 直 し を 行 わ な い ま ま 変 更 契 約 を 締 結 し て い る 。

⑶ 企 画 調 整 部
監 査 し た 結 果 、 次 の １ 件 の 指 摘 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

企 画 調 整 部 ・ 重 要 物 品 の 処 分 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。
（ 事 実 ）
重 要 物 品 で あ る 船 舶 に つ い て 、 譲 与 等 の 手 続 が な い ま ま 私
人 に 無 償 譲 渡 し て い る 。

（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）
重 要 物 品 の 処 分 に 当 た っ て は 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行
う こ と 。

⑷ 生 活 環 境 部
監 査 し た 結 果 、 次 の ２ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

生 活 環 境 部 ・ 産 業 廃 棄 物 技 術 検 討 会 委 員 旅 費 に つ い て 、 ８ か 月 以 上 遅 延
し て 支 払 っ て い る 。

環 境 創 造 セ ン タ ー ・ 放 射 化 学 処 理 室 の 毒 劇 物 に つ い て 、 適 切 な 管 理 帳 簿 等 を 整
備 し な い で 使 用 ・ 保 管 し て い る 。

⑸ 保 健 福 祉 部
ア 監 査 し た 結 果 、 次 の １ 件 の 指 摘 事 項 、 ２ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求
め た 。
(ｱ) 指 摘 事 項

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

保 健 福 祉 部 ・ 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 の 特 別 交 付 金 の 歳 出 予 算 見 積 及 び 会
計 年 度 所 属 区 分 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。

（ 事 実 ）
令 和 元 年 度 福 島 県 国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 等 交 付 金 （ 特 別
交 付 金 の う ち 特 別 調 整 交 付 金 （ 保 健 事 業 分 を 除 く 。 ） ） に
つ い て 、 ２ 月 補 正 予 算 見 積 書 作 成 時 に 国 の 交 付 基 準 の 改 正
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
を 反 映 せ ず 歳 出 見 込 額 を 誤 っ た た め 、 歳 出 予 算 額 が 不 足 し
甲 市 に 対 す る 交 付 額 確 定 に 伴 う 精 算 額 1 6 8 , 8 1 6 , 0 0 0円 を 令
和 ２ 年 度 予 算 で 支 出 し て い る 。

（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）
歳 出 予 算 の 執 行 に 当 た っ て は 、 国 の 制 度 改 正 等 を 踏 ま え 所
要 額 を 適 切 に 見 積 る と と も に 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 支 出
す る こ と 。

(ｲ) 指 導 事 項

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

保 健 福 祉 部 ・ 指 定 難 病 に 係 る 診 療 報 酬 等 過 納 返 還 金 の 誤 調 定 分 の 取 消 し
及 び 社 会 福 祉 施 設 等 施 設 整 備 費 国 庫 補 助 金 の 調 定 減 額 処 理
が 遅 延 し 収 入 未 済 と な っ て い る も の が あ る 。

・ 総 合 医 療 情 報 シ ス テ ム 運 営 事 業 の 賃 貸 借 契 約 の 変 更 契 約 に
つ い て 、 債 務 負 担 行 為 予 算 の 計 上 を 失 念 し 、 予 算 の 定 め が
な い 状 態 で 契 約 を 締 結 し て い る 。

イ 上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に
適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及
び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⑹ 商 工 労 働 部
ア 監 査 し た 結 果 、 次 の ５ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

商 工 労 働 部 ・ 電 子 複 写 機 の 契 約 に つ い て 、 予 定 価 格 を 担 当 課 限 り で 設 定
し 、 一 般 競 争 入 札 の 方 法 に よ る 契 約 で な く 随 意 契 約 に よ り
契 約 し て い る 。

・ 県 産 業 支 援 館 の 行 政 財 産 の 使 用 許 可 に 伴 う 管 理 経 費 に つ い
て 、 ５ か 月 以 上 遅 延 し て 収 入 調 定 し て い る 。

・ 低 入 札 価 格 調 査 制 度 に 係 る 調 査 基 準 価 格 を 下 回 っ た 金 額 で
契 約 し た 工 事 に つ い て 、 増 額 変 更 契 約 分 の 契 約 保 証 金 を 徴
収 し て い な い 。

・ 修 繕 契 約 に お い て 、 契 約 保 証 金 の 免 除 規 定 に 該 当 し な い も
の を 免 除 し て い る も の が あ る 。

・ 県 産 業 交 流 館 の 管 理 委 託 物 品 （ 重 要 物 品 及 び 備 品 ） に つ い
て 、 廃 棄 し た も の の 不 用 決 定 の 手 続 及 び 更 新 さ れ た 物 品 等
の 登 録 等 が 行 わ れ て い な い 。

イ 上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に
適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及
び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⑺ 農 林 水 産 部
ア 監 査 し た 結 果 、 次 の ２ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

県 中 農 林 事 務 所 ・ 委 託 業 務 の 軽 微 な 変 更 と し て 処 理 で き る 限 度 額 を 超 え て 事
務 処 理 し て い る も の が あ る 。

・ 保 安 林 の 指 定 に 伴 い 支 払 っ た 損 失 補 償 額 に 算 定 誤 り の あ る
も の が あ る 。

イ 上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に
適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及
び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⑻ 土 木 部
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ア 監 査 し た 結 果 、 次 の ６ 件 の 指 摘 事 項 、 ８ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求
め た 。
(ｱ) 指 摘 事 項

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

県 北 建 設 事 務 所 ・ 道 路 占 用 料 の 算 定 に 適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。
（ 事 実 ）
令 和 ２ 年 度 の 道 路 占 用 料 の 算 定 に 当 た り 、 福 島 県 道 路 占 用
料 徴 収 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 い 単 価 が 改 定 （ 増 額 ） さ れ 、 経
過 措 置 と し て 、 令 和 ２ 年 ３ 月 31日 ま で に 道 路 法 第 32条 の 規
定 に よ る 許 可 を 受 け た 占 用 物 件 の 占 用 料 額 に つ い て 、 令 和
元 年 度 の 占 用 料 額 に 1 . 2を 乗 じ て 得 た 額 （ 以 下 「 調 整 占 用 料
額 」 と い う 。 ） を 超 え る 場 合 は 、 当 該 調 整 占 用 料 額 と す べ
き と こ ろ 、 算 定 方 法 を 誤 り 経 過 措 置 を 適 用 し な い 占 用 料 額
で 調 定 し た た め 91件 199 , 2 4 5円 の 調 定 額 誤 り が 生 じ 、 こ の う
ち 50件 13 6 , 2 2 5円 を 過 徴 収 し た 。
な お 、 令 和 ２ 年 ４ 月 16日 か ら 関 係 者 に 謝 罪 の 上 、 戻 出 手 続
を 進 め て い る 。

（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）
道 路 占 用 料 の 算 定 に 当 た っ て は 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に
行 う こ と 。

県 南 建 設 事 務 所 ・ 道 路 敷 占 用 料 の 調 定 時 期 に 著 し く 遅 延 し て い る も の が あ る 。
（ 事 実 ）
道 路 敷 占 用 料 13件 1 0 , 9 1 9 , 0 2 2円 に つ い て 、 定 例 調 定 を ４ 月
１ 日 に 行 う べ き と こ ろ 、 ３ か 月 以 上 遅 延 し 、 ４ 月 １ 日 に 遡
及 し て 調 定 を 行 っ て い る 。

（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）
道 路 敷 占 用 料 の 定 例 調 定 に 当 た っ て は 、 チ ェ ッ ク 体 制 を 強
化 し 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。

・ 収 入 調 定 事 務 に 適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。
（ 事 実 ）
雑 入 （ 道 路 敷 占 用 許 可 を 受 け ず に 占 用 し て い た 分 の 占 用 料
相当額）について、平成 31年 ４ 月１日付けで 収入調定を 誤っ
て ２ 回 行 い ､そ の 後 、 収 入 未 済 状 況 の 確 認 が 不 十 分 で あ っ
た た め 、 取 り 消 す べ き 調 定 分 462 , 267円 を 収 入 未 済 扱 い の ま
ま 令 和 ２ 年 度 に 繰 り 越 し 、 令 和 ２ 年 ５ 月 に 誤 り に 気 付 き 減
額 処 理 を し て い る 。

（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）
収 入 調 定 に 当 た っ て は 、 チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 し 、 関 係 規 程
に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。

・ 工 事 に 伴 う 補 償 契 約 に つ い て 、 事 務 手 続 が 適 正 を 欠 い て お
り 、 予 算 の 執 行 に 重 大 な 影 響 を 与 え て い る も の が あ る 。

（ 事 実 ）
１ 道 路 整 備 事 業 に 伴 う 甲 町 所 有 の 防 火 水 槽 の 移 転 補 償 契
約 に つ い て 、 令 和 元 年 ９ 月 ４ 日 付 け で 契 約 を 締 結 し 、 同
年 11月 19日 に 工 事 が 完 了 し て い た に も か か わ ら ず 、 工 事
の 執 行 状 況 の 確 認 を 怠 り 、 不 必 要 な 繰 越 処 理 を 行 っ て い
る 。

２ 道 路 整 備 事 業 に 伴 う 甲 町 所 有 の 消 火 栓 の 移 転 補 償 契 約
に つ い て 、 甲 町 と 工 事 等 請 負 者 が 契 約 を 締 結 す る 時 期 に
支 出 負 担 行 為 を 行 い 契 約 す べ き と こ ろ 、 甲 町 か ら 令 和 元
年 11月 13日 付 け で 提 出 さ れ た 移 転 工 事 完 了 届の収受後に、
支 出 負 担 行 為 を 行 い 契 約 を 締 結 し た 。 さ ら に 、 工 事 の 執
行 状 況 の 確 認 を 怠 り 、 不 必 要 な 繰 越 処 理 を 行 っ て い る 。
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（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）
工 事 に 伴 う 補 償 契 約 の 事 務 手 続 に 当 た っ て は 、 チ ェ ッ ク 体
制 を 強 化 の 上 、 予 算 の 執 行 状 況 等 を 確 認 し 、 関 係 規 程 に 基
づ き 適 正 に 行 う こ と 。

会 津 若 松 建 設 事 務 ・ 土 木 建 設 事 業 に 係 る 市 町 村 負 担 金 の 収 入 事 務 に 著 し く 適 正
所 を 欠 い て い る も の が あ る 。

（ 事 実 ）
令 和 元 年 度 の 土 木 建 設 事 業 に 係 る 市 町 村 負 担 金 に つ い て 、
２ 月 議 会 で 負 担 金 額 の 変 更 が 議 決 さ れ 本 庁 か ら 通 知 が あ っ
た に も か か わ ら ず 、 負 担 金 額 に 係 る 減 額 及 び 増 額 の 事 務 処
理 を 行 っ て い な い 。
１ 甲 市 の 負 担 金 の 減 額

負 担 金 額 が 1,400 ,000円 か ら 825 ,000円 に 変 更 さ れ た が 、
収 入 済 の 調 定 額 の 減 額 及 び 戻 出 命 令 を 行 っ て い な い 。

２ 乙 村 の 負 担 金 の 増 額
負 担 金 額 が 3 , 0 0 0 , 0 0 0円 か ら 6 , 3 7 5 , 0 0 0円 に 変 更 さ れ た
が 、 追 加 負 担 分 の 収 入 調 定 を 行 っ て い な い 。

（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）
負 担 金 の 収 入 事 務 に 当 た っ て は 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に
行 う こ と 。

相 双 建 設 事 務 所 ・ 物 品 の 購 入 事 務 手 続 に 著 し く 適 正 を 欠 き 、 支 払 時 期 が 遅 延
し て い る も の が あ る 。

（ 事 実 ）
平 成 29年 度 の 道 路 維 持 補 修 工 事 で 工 事 請 負 業 者 に 支 給 し た
資 材 に つ い て 、 物 品 購 入 手 続 を せ ず に 納 品 を 受 け て い る 。
ま た 、 代 金 234 ,954円 を 速 や か に 支 払 わ ず 、 平 成 31年 ４ 月 26
日 に 過 年 度 支 出 し て い る 。

（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）
物 品 購 入 事 務 の 執 行 に 当 た っ て は 、 組 織 内 の チ ェ ッ ク 体 制
を 強 化 し 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。

(ｲ) 指 導 事 項

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

県 北 建 設 事 務 所 ・ 業 務 委 託 契 約 に お い て 、 予 算 の 配 分 が な い に も か か わ ら ず 、
簡 易 決 裁 で 当 初 契 約 及 び 変 更 契 約 の 締 結 を 行 っ て い る も の
が あ る 。

・ 私 有 車 出 張 に 係 る 超 過 勤 務 手 当 に つ い て 、 過 支 給 と な っ て
い る も の が あ る 。

県 南 建 設 事 務 所 ・ ダ ム 堤 体 天 端 舗 装 修 繕 に つ い て 、 設 計 変 更 の 積 算 を 誤 っ て
い る た め 、 過 大 契 約 と な っ て い る 。

・ 専 門 技 術 委 員 会 に 出 席 し た 委 員 等 に 対 す る 報 償 費 及 び 旅 費
に つ い て 、 ３ か 月 以 上 遅 延 し て 支 払 っ て い る 。

会 津 若 松 建 設 事 務 ・ 現 金 給 付 す べ き 職 員 に 係 る 給 与 に つ い て 、 給 与 の 支 給 定 日
所 に 支 給 さ れ て い な い 。

相 双 建 設 事 務 所 ・ 工 事 の 軽 微 な 変 更 と し て 処 理 で き る 限 度 額 を 超 え て 事 務 処
理 を し て い る も の が あ る 。

・ 職 員 手 当 の 支 給 に つ い て 過 不 足 払 い が あ り 、 昨 年 度 の 定 期
監 査 で 改 善 を 求 め た も の の 改 善 さ れ て い な い 。

・ 都 市 公 園 管 理 業 務 委 託 （ 東 ヶ 丘 公 園 ） に つ い て 、 設 計 書 内
容 及 び 委 託 料 の 額 の 変 更 事 務 手 続 等 を 速 や か に 行 わ ず 、 年
度 末 に ま と め て 変 更 契 約 を 締 結 し て い る 。
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イ 上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に
適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及
び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⑼ 出 納 局
監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、

最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お
り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⑽ 議 会
監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、

最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お
り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⑾ 教 育 委 員 会
ア 監 査 し た 結 果 、 次 の １ 件 の 指 摘 事 項 、 ２ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求
め た 。
(ｱ) 指 摘 事 項

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

教 育 庁 ・ 債 務 負 担 行 為 の 手 続 に 著 し く 適 正 で な い も の が あ る 。
（ 事 実 ）
ふ く し ま 教 育 総 合 ネ ッ ト ワ ー ク ク ラ ウ ド 業 務 の 賃 貸 借 契 約
に つ い て は 、 令 和 元 年 10月 １ 日 か ら 消 費 税 率 が 引 き 上 げ ら
れ た こ と に 伴 い 、 同 日 付 け で 変 更 契 約 を 締 結 し て い る が 、
令 和 元 年 度 予 算 で 債 務 負 担 行 為 の 計 上 を 失 念 し た た め 、 予
算 の 定 め の な い 状 態 で 翌 年 度 以 降 の 契 約 を 締 結 し て い る 。
なお、令和２年２月議会で債務負担行為予算の議決を受け、
令 和 元年 10月 １ 日 に 遡 っ て 、 支 出 負 担 行 為 を整 理し てい る 。

（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）
債 務 負 担 行 為 に よ る 契 約 に つ い て は 、 契 約 内 容 の 確 認 を 徹
底 す る と と も に 、 組 織 と し て の 内 部 牽 制 が 的 確 に 行 わ れ る

けん

よ う チ ェ ッ ク 体 制 を 確 立 し 、 適 正 な 契 約 事 務 処 理 を 行 う こ
と 。

(ｲ) 指 導 事 項

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

教 育 庁 ・ ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー 活 用 事 業 に 係 る 委 託 料 に つ い て 、 契
約 締 結 前 に 執 行 し た 経 費 を 支 払 っ て い る も の が あ る 。

・ 資 格 取 得 講 座 受 講 料 の 支 払 方 法 に つ い て 、 現 金 払 い で き な
い に も か か わ ら ず 、 資 金 前 渡 に よ り 現 金 を 前 渡 し し て い る
が 、 支払 は個 人 のク レジ ッ トカ ード によ り 支払 わせ て いる 。

イ 上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に
適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及
び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⑿ 公 安 委 員 会
監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、

最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お
り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⒀ 監 査 委 員
監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、

最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お
り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⒁ 人 事 委 員 会
監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、

最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⒂ 労 働 委 員 会
監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、

最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お
り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

（ 監 査 総 務 課 ）


